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古宮遺跡から畝傍山をのぞむ
ふるみや　い　せき うね　び　やま



日時：令和６年４月10日㈬ 午後４時～
場所：奈良県トラック会館

ＪＲ奈良駅西口・「荷捌き施設」整備ＪＲ奈良駅西口・「荷捌き施設」整備

　奈良市により、 ＪＲ奈良駅の西口に「荷捌き施設」が設備されました。
　現地には、「営業貨物車  荷物積み降ろし停車場です」の案内板と、トラック２台分の荷捌き用施設が設
けられています。

写真撮影・令和６年６月５日

「ホテル日航奈良」側から撮影
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日時：令和６年５月24日㈮ 午後１時～
場所：グランドメルキュール奈良橿原

会員総数　512名　出席者　415名　（委任状　289名　議決権行使書　55名 含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　（最終）

輸送の効率化と生産性向上に取り組む

第51回定時総会　公益社団法人 奈良県トラック協会第51回定時総会　公益社団法人 奈良県トラック協会

上げる。協会は輸送の安全を最
優先課題と位置づけ、事業用ト
ラックによる交通事故防止、飲
酒運転の根絶、子どもや高齢者
の交通事故防止、自転車の交通
事故防止について啓発活動を
行ってきた。また、奈良労働局
の指導を受け荷役運搬作業の安
全確保、安全衛生教育の徹底等
により、労働災害防止のための
活動を推進してきた。今年1月
の能登半島地震の被災地には、

　塚本会長は冒頭、「『物流の
2024年問題』について新聞、テ
レビ等で取り上げていただき、
荷主や一般の皆様にもご理解い
ただけているのではないかと
思っている。課題解決のため、
我々運送事業者には輸送の効率
化や生産性向上に取り組むこと
が求められている。令和５年度
は奈良県から燃料価格高騰対策
のための補助金を一昨年に続い
て交付していただき、感謝申し

備蓄品の水、食料などを会員事
業者により届けさせていただい
た。また、奈良県警察本部から
「大規模災害時における交通規
制について」の指導を受け、前
もって標章・確認証明書の交付
を受ける準備を行っている。課
題は山積しているが行政機関の
皆様からのご指導をいただき、
会員目線で事業を的確に推進し
て参る」とあいさつ。議事に入
りました。
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▲塚本会長

▲来賓の方々



　　�令和５年度事業報告及び決
算承認に関する件　監査報
告。

　　�第１号議案について中林専
務理事より事業報告、松村
常務理事より決算報告が行
われたあと、壷井監事から
監査報告があり、第１号議
案承認。

　第２号議案
　　役員の選任に関する件
　　�定款による理事選任につい
て松村常務理事から説明。
吉野地域の清水益成理事が
令和５年６月に逝去され、
現在の理事数は27名。後任

⑴議長選出
　�　定款第19条により、塚本会
長を議長に選出。
⑵定足数の報告
　�　定款第21条に基づく過半数
の出席があるため、本総会は
有効に成立していることを報
告。
⑶議事録署名人の選任
　�　定款第24条により、塚本議
長、吉岡幹自理事（吉岡運送
株式会社）、原口美咲子理事
（原口運輸商事株式会社）を
選任。
⑷議事
　第１号議案

の理事候補者として吉野地
域から阪田運輸株式会社の
吉田隆恒（よしだたかひさ）
氏を４月26日の役員選考委
員会で推薦し、理事として
承認。

⑸報告
　①�令和６年度事業計画及び収
支予算に関する件

　　�定款第46条により２月28日
の第293回理事会で承認済
みであり、総会資料の通り
であると報告した。

　　�最後に吉村相談役が本総会
をもって退任されることを
報告した。

総会

優良従業員表彰

　優良従業員の表彰は、会員事業者から推薦され
た成績優秀で他の従業員の模範となる運転者及び
一般従業員の方々を（公社）奈良県トラック協会
の会長名で表彰するものです。運転者部門は42名、
一般従業員部門は７名の方々が表彰され、代表し
て西村尊之氏（近畿福山通運㈱新庄営業所）が表
彰状を授与されました。

運転者42名、一般従業員7名を会長表彰
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▲代表して優良従業員の表彰状を受ける西村尊之さん

▲塚本会長から花束を受け取る吉村相談役▲新理事に就任した吉田隆恒�氏



し、一丸となって取組みを進め
ている。物流事業者だけでなく
荷主においても少しずつ対応を
進めていただいている。標準的
な運賃について令和２年に告示
させていただいたが、昨今の原
油価格の高騰、物価高の影響を
踏まえて今年３月に新たな標準
的な運賃の告示をさせていただ
いた。トラック事業者の方が必
要なコストを反映した適正運賃
を収受することができれば、ド
ライバーの賃上げの原資になる
と考えている。国土交通省では
昨年7月にトラックGメンを設
置した。11月、12月は集中監視

歩行者の関係する事故の割合が
高い状況にある。
　本年５月17日に自転車の交通
違反による反則金制度、いわゆ
る青切符の導入を盛り込んだ改
正道路交通法が成立している。
この改正では自動車が自転車の
右側を通過する場合に、十分な
間隔がないときは自転車との間
隔に応じた安全な速度で進行す
ることが義務となる。施行は２
年以内。また、今年度中に運転
免許証とマイナンバーカードの
一体化や運転免許更新時のオン
ライン講習の運用開始をする予
定。

被災地へ運ぶことができた。こ
れについても感謝しているとこ
ろ。原油価格高騰の影響を受け
る運送業界の事業継続を支援す
る目的の補助金については今年
度も予算措置をいただいている
ので、まもなくご案内できる。
奈良の財務事務所が４月に県内
経済情勢報告を発表しており、
それによれば県内経済は持ち直
しているとしているが、先行き
については物価上昇や人手不足
の影響に十分注意をする必要が
あるとしている。運送業界では
残業規制の取り組みも始まって
おり、厳しい状況にあると思う

　働き方改革関連法がこの４月
からトラックドライバーにも適
用され、物流の2024年問題が新
たな局面へと移行した。政府と
しては昨年６月、物流革新に
向けた政策パッケージを策定

　昨年、県下で交通事故により
亡くなられた方は26名。年齢層
別では65才以上の方が18名と約
７割を占めた。また歩行中の方
が10名亡くなっている。過去10
年の死亡事故をみても高齢者や

　奈良県トラック協会におかれ
ては県の施策にご協力をいただ
いており、感謝申し上げる。ま
た今年１月の能登半島地震の発
災直後、１月２日にいち早くご
協力いただき、県の救援物資を

月間として監視を強化し164件
の「要請」と47件の「働きかけ」
を実施。要請を受けたにも関わ
らず、改善されない荷主に対し
て初めて２件の「勧告」を出し
た。今後はトラックGメンと経
済産業局の下請Gメン、労働局
の荷主特別対策チームとも連携
して、監視対策の強化を図って
いく所存。奈良県トラック協会
におかれては今後とも会員事業
者の適正取引の推進、また生産
性の向上に努めてトラック産業
の発展にご尽力いただきたい。

　本年に入ってすでに４名の尊
い命が交通事故により奪われて
いる。大きなけが・重傷を負わ
れた方は140名を超えている。
警察では悲惨な事故が１件でも
少なくなるよう各種事故抑止対
策に取り組んでいるが、交通事
故防止はみなさんの協力があっ
てこそ達成できる。従業員のみ
なさんへあらためて横断歩道に
おける歩行者優先などについて
ご指導頂くとともに引き続き交
通事故防止活動への取り組みに
ご協力を賜りたい。

が、公共的、社会的使命を達成
するために引き続き県民生活に
欠かせないので頑張っていただ
きたい。県としては昨年、県内
企業のリアルな声を政策に反映
させるため直接職員が企業をま
わった。その上で今年２月、新
しい産業政策のパッケージとし
て各種施策に取り組むべく予算
を計上させていただいている。
企業の皆様の声を今年度も聞い
ていき、県経済の活性化に向け
て、全力で取り組んでまいりた
い。

《近畿運輸局　北川　健司　自動車交通部長》

《奈良県警察本部　松井　高志　交通部長》

《奈良県　森本　壮一　産業部長》

来賓の方々から祝辞をいただきました。
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日時：令和６年５月24日㈮ 午後２時00分～
場所：グランドメルキュール奈良橿原

第62回通常総会　陸運労災防止協会奈良県支部第62回通常総会　陸運労災防止協会奈良県支部

１．定足数の報告
　　�　過半数の出席があるため、
本総会は有効に成立してい
ることが報告されました。

２．議事録署名人の選任
　　�　塚本支部長が議長を務め、
議事録署名人に東口監事を
選任し、承認されました。

３．議事
　　第１号議案
　　�令和５年度事業報告及び収
支決算報告の件　監査報告

　　�　事務局から令和５年度事
業報告及び収支決算報告が

行われたあと、東口監事よ
り「事業報告書・収支決算
書及び貸借対照表について
諸帳簿並びに証拠書類と対
照監査の結果、適法正確で
あることを認めます」と報
告があり、承認されました。

　　第２号議案
　　�令和６年度事業計画（案）及
び収支予算（案）承認の件

　　�　事務局から令和６年度事
業計画（案）及び収支予算
（案）について

　　�　陸上貨物運送事業労働災
害防止５か年計画の２年目

として、災害防止対策に取
り組むと説明があり、承認
されました。

　　�　主要対策は次の通り。
　　　①�荷役運搬作業の安全の

確保
　　　②�交通労働災害の防止
　　　③�健康確保対策の推進
　　　④�事業場の安全衛生水準

向上の取組の推進
　　　⑤�安全衛生教育の徹底
　　　⑥�安全衛生意識の高揚
　　　⑦�関係機関等との連携強

化
　　　⑧�協会活動・組織の充実

強化等

会員総数　511名　出席者　373名　（委任状　302名 含む）� （最終）

議事

来賓の方から祝辞を頂きました。

４年と比べて18人減少、死亡災
害は一人あったのがゼロに。陸
上貨物運送事業においては「荷
役作業における安全ガイドライ
ン」に基づき、墜落・転落災害
や転倒災害などの防止措置、保
護帽の着用、安全衛生教育の実
施等の取り組みを行うととも
に、交通労働災害防止の取り組
みもお願いしたい。また時節
柄、熱中症予防対策への取り組

　奈良労働局では「持続的な成
長と分配の好循環を実現」する
ため「働きやすい奈良」を最重
要施策に掲げて、人手不足、人
材確保への支援、賃金引上げに
向けた企業への支援、多様な人
材がその能力を最大限生かして
安心して活躍できる職業環境の
実現等の関連施策に積極的に取
組むとしている。休業４日以上
の労働災害は昨年135人で令和

みも。７月１日～ 31日は「令
和６年度陸上貨物運送事業夏季
労働災害防止強調運動」が実施
される。今年度のスローガンは
「身を守る三点支持を習慣に」。
今後とも労働をめぐる様々な課
題に対して、労働局、労働基準
監督署、ハローワークにおいて
総合的、一体的に取組んでいく
のでご協力をお願いしたい。

身を守る三点支持を習慣に　《奈良労働局　柘植典久　労働基準部長》
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日時：令和６年５月24日㈮ 午前11時30分～
場所：グランドメルキュール奈良橿原
理事総数　27名　出席　24名　欠席　３名

第 2 9 5 回 　 理 事 会第 2 9 5 回 　 理 事 会

▪（株）宮賀商事
御所市大字東辻34番地10

▪（株）今西商店
吉野郡大淀町大字越部1470番地１

▪（株）ING
磯城郡田原本町八尾613
（ロイヤルしき302号）

　　　　　　　 これにより会員総数515社

新たに３社入会されました

総会の議事進行等について

報告事項は、次の通りです。

審議事項は、次の通りです。

　冒頭、塚本哲夫会長は「今日は１年の総決算の
日。総会では決算、予算の関係、理事の１名補充
という決議もある。最後まで慎重審議頂き、スムー
ズな進行にご協力をお願いしたい」とあいさつ。
議事に入りました。

議　事

⑴�　常任委員会委員選任（案）
について　常任委員会の委員
は協会の役員改選と同じ昨年
令和５年度に理事会で選任さ
れたが、吉野地域から令和６
年４月25日に適正化実施対策

⑴�　第51回定時総会の議事進行
について
　�　第51回定時総会のタイムス
ケジュール、来賓、会長表彰、
議事等の次第について事務局
から報告。

委員として森田委員に代えて
㈲丸越運輸�菊田浩司氏を推
薦⇒　承認
⑵�　会員の入会（案）について�
⇒　承認

⑵�　令和6年度役員選考委員会
の報告について
　�　去る４月26日の令和６年度
役員選考委員会で理事候補者
として吉田隆恒氏（阪田運輸
株式会社）を定時総会に推薦

出席されたのは次のみなさんです（社名・敬称略）

会長＝塚本　副会長＝中・萩原　監事＝阪井・東口・壷井　相談役＝吉村
専務理事＝中林　常務理事＝松村　理事＝谷口・廣瀬・中西・巽・吉岡（幹）・吉岡（正）・乾・中谷・
辻本・西川（直）・竹長・森本（好）・西川（武）・辰己・櫻本・山﨑・原口・岸元・山口

することを報告。
⑶�　会費の滞納について
　�　事務局から報告。
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令和６年度 奈良県貨物運送事業協同組合 通常総会令和６年度 奈良県貨物運送事業協同組合 通常総会
　令和６年５月28日（火）、桜井市高家の「ホテル奈良さくらいの郷」において、奈良県貨物運送事業協
同組合�第42回通常総会が開催されました。
　森本禎男�理事長が「燃料高など経営を取り巻く課題は山積するが、我々が出来る事から努力しましょう」
と開会挨拶。奈良県トラック協会�塚本哲夫�会長が来賓として「物流の2024年問題の課題解決のため、輸
送の効率化や生産性向上に取り組むことが求められている。協会は輸送の安全を最優先課題とし、災害時
の緊急物資輸送体制の確立にも尽力している。」と話をしました。
　議事は、令和５年度事業報告・決算報告、令和６年度事業計画案・収支予算案、役員改選について審議
され、全て承認されました。
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福井県防災安全部 危機管理課 来訪福井県防災安全部 危機管理課 来訪
　令和６年５月28日㈫、福井県防災安全部危機管理課�市橋　章�参事が来訪、当協会が昨年末に福井県知
事と締結した「原子力災害時における緊急輸送に関する協定書」について、事務的内容や今年度の訓練等
の説明がありました。その後、奈良市内にある福井県の防災資機材保管借上倉庫の現地確認に赴きました。

8

▲写真右から、市橋参事、原子力防災対策グループ�武田由理�主任、同�山本浩廉主査



県の南部に「いびき外来」　～　南和病院県の南部に「いびき外来」　～　南和病院
　令和６年６月11日（火）、医療法人弘仁会　南和病院の山下昌宏理事が協会を訪問され、睡眠時無呼吸
症候群の検査等のための「いびき外来」の案内がありました。

9

▲写真右から、山下理事、梅木臨床検査科長

県の南部に「いびき外来」 ～ 南和病院

令和６年６月１１日（火）、医療法人弘仁会 南和病院の山下昌宏理事が協会を訪問さ

れ、睡眠時無呼吸症候群の検査等のための「いびき外来」の案内がありました。

写真右から、山下理事、梅木臨床検査科長



日　：令和６年６月18日㈫
場所：奈良県トラック会館

五條市役所 平己富長 危機管理監五條市役所 平己富長 危機管理監  来訪来訪

　五條市役所の平己危機管理監が来訪、当協会の防災リーフレットの活用方法について説明があり、令和
６年度の配布計画や方法について協議しました。
　本年度も防災リーフレット「警戒レベル４�避難指示までに必ず避難　風水害・土砂災害から身を守ろう」
を、７月初旬には配布出来る事を報告しました。

10

▲写真、右から平己�危機管理監、危機統括室�吉田淳二次長、危機管理課　畠山喜充�課長補佐



日　：令和６年５月25日㈯
場所：奈良パークホテル

　奈良市宝来町の奈良パークホテル平城の間にて、奈良支部（塚本哲夫支部長）通常総会が開催されました。
　塚本支部長からは2024問題等トラック業界の課題について前向きに対処していく旨の挨拶があり、その
後令和５年度事業報告及び収支決算報告等の議案について承認されました。

奈良県トラック協会　奈良支部通常総会奈良県トラック協会　奈良支部通常総会

青年部会　役員会を開催青年部会　役員会を開催
　奈良県トラック協会青年部会は、６月７日役員会を開催しました。
　山﨑部会長は、４月の理事会で奈良県警察本部交通規制課より大規模災害発生時における交通規制につ
いて説明を受けたことにふれ、大規模災害発生時の道路は、一般車両の通行が禁止・制限されるが、奈良
県トラック協会は緊急輸送機関として指定を受けているので、標章・確認証明書の交付を受けた車両は緊
急物資輸送のため通行することができます。皆さまも申請へのご協力をお願いすると話をしました。
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日　：令和６年５月28日㈫
場所：奈良県トラック会館

15回目の奈良マラソン（12月８日㈰）15回目の奈良マラソン（12月８日㈰）

　奈良マラソン実行委員会�酒井和雄�事務局長が来訪、第15回目となる奈良マラソン２０２４がロート
フィールド奈良（奈良市鴻ノ池陸上競技場）で開催されるので、諸般の協力依頼がありました。
　新種目のペアリレーマラソンや大会ボランティア募集についても説明されました。

12

▲写真右が、酒井事務局長



奈ﾄ協発第 ４０ 号

令和 ６年 ６月 ４日

会 員 各 位

(公社）奈良県トラック協会

会長 塚 本 哲 夫

(公印省略）

優優秀秀運運転転者者顕顕章章候候補補者者ののごご推推薦薦ににつついいてて

優秀運転者顕章（金・銀十字章）に該当する表彰候補者のご推薦をお願い致

します。顕章は（公社）全日本トラック協会長名で贈呈するもので下記の贈呈

基準等で行います。

推薦書は、「「無無事事故故・・無無違違反反証証明明書書」」のの写写ししと共にＦＡＸで、令和６年７月

２２日（月）までに奈ト協事務局宛 (ＦＡＸ番号 0743-23-1212）に送付して下さい。

記

１ 顕章の贈呈基準および受章資格

現在運転者であって、運転者であった期間を通算して、次の各号に定

める期間無事故であり、かつ無違反であった者。

（１）金十字章 満２０年以上

（ただし、そのうちトラック運送事業者の運転者として１５年以上とする）

（２）銀十字章 満１０年以上

（ただし、そのうちトラック運送事業者の運転者として７年以上とする）

推薦書は別添様式を必ずご使用下さい｡（不足の場合はコピーして下さい。）

＊無事故・無違反期間については開始年月日から令和６年５月末日

まで、何年とご記入下さい。

＊無事故・無違反期間については、別添「早見表」（参考）をご覧下さい。

２２ 自自動動車車安安全全運運転転セセンンタターーがが、、令令和和６６年年５５月月末末日日以以降降にに発発行行ししたた「「無無事事故故

無無違違反反証証明明書書」」（（写写しし））のの添添付付ををおお願願いいししまますす。。

以上

（本件担当 山村）
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優秀運転者顕章候補者のご推薦について



令和 年 月 日

（公社）奈良県トラック協会

会 長 殿

住 所

事 業 所 名 ,

優優 秀秀 運運 転転 者者 顕顕 章章 候候 補補 者者 推推 薦薦 書書

標記について下記の通り推薦いたします。

記

章 の 種 類 金金・・銀銀 十字章（いずれかに○）

候 補 者 の ふりがな

氏 名

生 年 月 日 昭和・平成 年 月 日生

無 事 故 自 年 月 日

無 違 反 至 令和 ６年 ５月 末日

期 間 年

過去の受章歴
有 無（いずれかに○）

有の場合･･･平成 年 （ ）十字章
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基準年月日 無事故・無違反期間（満） 受章可能な章

平成 5年 6月2日 ～ 平成 6年 6月1日 ３０年

6年 6月2日 ～ 7年 6月1日 ２９年

7年 6月2日 ～ 8年 6月1日 ２８年

8年 6月2日 ～ 9年 6月1日 ２７年

9年 6月2日 ～ 10年 6月1日 ２６年

10年 6月2日 ～ 11年 6月1日 ２５年

11年 6月2日 ～ 12年 6月1日 ２４年

12年 6月2日 ～ 13年 6月1日 ２３年

13年 6月2日 ～ 14年 6月1日 ２２年

14年 6月2日 ～ 15年 6月1日 ２１年

15年 6月2日 ～ 16年 6月1日 ２０年

16年 6月2日 ～ 17年 6月1日 １９年

17年 6月2日 ～ 18年 6月1日 １８年

18年 6月2日 ～ 19年 6月1日 １７年

19年 6月2日 ～ 20年 6月1日 １６年

20年 6月2日 ～ 21年 6月1日 １５年

21年 6月2日 ～ 22年 6月1日 １４年

22年 6月2日 ～ 23年 6月1日 １３年

23年 6月2日 ～ 24年 6月1日 １２年

24年 6月2日 ～ 25年 6月1日 １１年

25年 6月2日 ～ 26年 6月1日 １０年

優優秀秀運運転転者者顕顕章章にに係係るる無無事事故故・・無無違違反反期期間間早早見見表表（（令令和和６６年年度度））

無事故・無違反開始年月日

令和６年５月末 金十字章

令和６年５月末 銀十字章
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厚生労働省からのお知らせ
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飲酒運転の根絶を目指して
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　　2024 年 4 月 　単純集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

127.79 115.32 125.32

　　2024 年 4 月 　元売別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

元売名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

ENEOS 128.35 115.50 125.49

出光昭和シェル 140.25 115.72

キグナス

コスモ 115.80 114.73 124.30

その他 128.07 115.52 125.62

　　2024 年 4 月 　月間購入量別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

月間購入量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロリットル未満 127.89 115.62 126.01

30～50キロリットル未満 124.10 114.44 120.50

50～100キロリットル未満 120.50 114.12

100キロリットル以上 166.00 115.15

　　2024 年 4 月 　支払期限別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30日未満 122.17 114.69 126.83

30～60日未満 127.94 115.14 124.82

60日以上 141.00 118.23

　　軽油価格推移表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

2023年12月 127.55 114.57 122.51

2024年１月 127.60 114.47 125.74

2024年２月 128.47 114.48 126.83

2024年３月 123.79 115.42 124.88

2024年４月 127.79 115.32 125.32

※消費税抜きの価格となります。

令和６年５月24日現在

（公社）全日本トラック協会

軽油価格調査集計表（2024年４月）
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トラック後退時での労働災害の多くが、トラックの後方にいた被災者が
トラックの後退に気付かなかったために発生していました。
気付かなかった理由としては、近隣からの苦情により後退警告音（ブザー）の音量を下げていた、
本来は後退禁止だった、バックモニターを使用していなかった――等が挙げられます。

5

事
１
例

事
２
例

トラックの後退誘導時に
トラックと電柱に挟まれる（死亡災害）

トラックの荷役作業指示中に
後退してきた別のトラックに接触（死亡災害）

　被災者（運転手助手）は、路地で引
越トラックの後退誘導を行っていた
ところ、トラックと電柱の間に挟まれ
ました。当該トラックにはバックモニ
ターが装備されていましたが、被災者
が目視できなかったにもかかわらず、
運転手は事故発生当時バックモニター
を使用していませんでした。

　被災者はトラックＡの運転手に対
して荷役作業の指示を行っていまし
た。そこに別のトラックＢが給油のた
めに、本来は禁止されている後退で移
動してきました。トラックＢの運転手
は被災者に気付かずに後退を続けた
ために、被災者はトラックＢと接触し
ました。なお、事故が発生したのは夕
方で、薄暗い状態でした。

トラック後退時
における
死亡災害

％5.3
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重大な労働災害を防ぐためには
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▶労働災害を防ぐためのポイント！

対 策 後退誘導のルールを定めるとともに、トラックを後退させるのは
後方の状況確認ができる場合のみに限定しましょう

トラック後退時の事故の多くが、後方の確認が不十分だったために発生し
ています。様々な安全対策を行い、後方の確認を十分行った上で後退させ
るようにしましょう。

 トラック後退時には、周辺への第三者の立ち入
り制限を定め、遵守させましょう

 後退誘導担当者を配置しましょう。また、運転
手は誘導担当者が目視できる状態で後退を行
い、声や笛などの音声のみで後退の可否を判断
しないようにしましょう

 トラック同士が接触するおそれのある場合は、複
数台のトラック誘導を行わないようにしましょう

 原則として、後退警告音の音量は下げないようにし
ましょう。やむを得ず下げる場合は、バックモニター
等その他の安全対策を併用しましょう

その他、事業者・作業者は次のような対策を講じましょう

12 ページの
「 対策例 2 後退時編 」も
ご覧ください。

Check 2

ひ と こ と
アドバイス
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トラック交通共済のテレビＣＭを初めて全国で放映開始 

■テレビＣＭ放映スケジュール 
番組名 放映日 放送時間 放送局 

ズームイン!!サタデー 毎週土曜日 朝 5:30－8:00 日本テレビ系列 
全国トラック交通共済協同組合連合会のホームページ（https://kokyoren.or.jp）でもご視聴
いただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自動車共済・自賠責共済はぜひ近畿共済でご契約を 
近近畿畿共共済済はは、、組組合合員員ののみみななささままとと一一体体ととななっってて事事故故防防止止にに努努力力ししてていいまますす  

お問い合わせ・ご連絡は当組合奈良事務所 ０７４２―９０－０５１０ 

トラック交通共済のテレビＣＭを初めて全国で放映開始 

■テレビＣＭ放映スケジュール 
番組名 放映日 放送時間 放送局 

ズームイン!!サタデー 毎週土曜日 朝 5:30－8:00 日本テレビ系列 
全国トラック交通共済協同組合連合会のホームページ（https://kokyoren.or.jp）でもご視聴
いただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自動車共済・自賠責共済はぜひ近畿共済でご契約を 
近近畿畿共共済済はは、、組組合合員員ののみみななささままとと一一体体ととななっってて事事故故防防止止にに努努力力ししてていいまますす  

お問い合わせ・ご連絡は当組合奈良事務所 ０７４２―９０－０５１０ 

近畿交通共済からのお知らせ
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近 畿 共 済 安 全 通 信

貨貨物物のの正正ししいい積積載載方方法法

積み付けが適正でないと、走行中に荷崩れを起こす危険があります。

偏荷重が生じないような積載方法や、荷崩れが生じないような固縛方法を

理解・習得することも大切です。

近 畿 共 済 か ら の お 知 ら せ

● 積載物の制限（令和４年５月１３日改正）

※公安委員会が特に認めた自動車に限り、高さ制限は ｍ以下とする。
※総排気量 ㏄以下の普通自動車、および三輪の普通自動車の高さ制限は ｍ以下とする。

高速道路では 時間、一般道路では 時間の走行を目安に固縛状況を点検しましょう！

～各講習会のご案内～

① 特別指導講習

② 運行管理者等一般講習

初任運転者対象の講習会（年４回）、

事故惹起運転者対象の講習会（年２

回）を開催しています。

（※なお、 時間の座学講習のみです）

この度、近畿共済が運行管理者（貨物）の一般講習開催機関として認定を受けました。

近畿共済の組合員様に限り、無料で受講いただけます。（通常： 円）

一般講習開催の際は、お知らせしますので奮ってご参加ください。



 
「適正化事業・巡回指導報告書」  

奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

令和６年４月実施結果  

調査事項 調査件数 指導件数 指導率 
 

Ⅰ.事業計画等 

 １．主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 14 0 0%  
 ２．営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 14 1 7.1%  
 ３．自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 14 0 0%  
 ４．乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 14 0 0%  
 ５．乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 14 0 0%  
 ６．届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等） 13 0 0%  
 ７．自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。 14 0 0%  
 ８．名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 14 0 0%  

Ⅱ.帳簿類の整
備、報告等 

 １．事故記録が適正に記録され、保存されているか。 4 0 0%  
 ２．自動車事故報告書を提出しているか。 0 0 0%  
 ３．運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。 14 0 0%  
 ４．車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 14 0 0%  
 ５．事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。（本社巡回に限る） 12 3 25.0% ③ 

Ⅲ.運行管理等 

 １．運行管理規程が定められているか。 14 0 0%  
○ ２．運行管理者が選任され、届出されているか。 14 0 0%  
 ３．運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 14 0 0%  
 ４．事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 14 1 7.1%  
○ ５．過労防止を配慮し、適正に管理されているか。 14 1 7.1%  
 ６．過積載による運送を行っていないか。                         ☆ 13 0 0%  
○ ７．点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 14 1 7.1%  
 ８．乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。 14 0 0%  
 ９．運行記録計による記録及びその保存･活用は適正か。            ☆ 12 2 16.7%  
 10．運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 4 0 0%  
○ 11．乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 14 1 7.1%  
○ 12．特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。 11 8 72.7% ① 
○ 13．特定の乗務員に対して適性診断を受けさせているか。 11 8 72.7% ① 

Ⅳ.車両管理等 

 １．整備管理規程の制定及び整備管理業務がなされているか。 14 1 7.1%  
○ ２．整備管理者が選任され、届出されているか。 14 0 0%  
 ３．整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 13 2 15.4%  
 ４．日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 14 0 0%  
○ ５．定期点検及びその保存がされているか。 14 1 7.1%  

Ⅴ.労基法等 

 １．就業規則が制定され、届出されているか。 7 1 14.3%  
 ２．３６協定が締結され、届出されているか。 11 0 0%  
 ３．労働時間、休日労働について違法性はないか。（運転時間を除く） 12 0 0%  
○ ４．所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 13 4 30.8% ② 

Ⅵ.法定福利 
 １．労災保険・雇用保険に加入しているか。 11 1 9.1%  
 ２．健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 11 1 9.1%  

Ⅶ.運輸安全 
マネジメント 

 １．運輸安全マネジメントの実施は適正か。 14 3 21.4%  

指 導 件 数 合 計 466 40 8.6%   

（注）○…重点指導項目 ☆…霊柩は項目から除外  
 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他 合計 

通常 ２(1)件   ５(1)件 ６(2)件 件 件 件 １３(4)件 
新規参入  １(1)件 件 件 件 件 件 １(1)件 
新規(他) 件 件 件 件 件 件 件 
特別(労) 件 件 件 件 件 件 件 

特別(他) 件 件 件 件 件 件 件 
総合 ３(2)件 ５(1)件 ６(2)件 件 件 件 １４(5)件 

（ ）は会員外の件数です 

令和６年５月実施状況 

計画件数 実施件数 

１６件 １４件 

 

実施件数合計 

２６件 

 

令 和 ６ 年 度 月 別 実 施 件 数 
実施月 件 数 実施月 件 数 実施月 件 数 
４月 １２件 ８月 件 １２月 件 
５月 １４件 ９月 件 １月 件 
６月 件 １０月 件 ２月 件 
７月 件 １１月 件 ３月 件 
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適正化事業・巡回指導報告書（令和６年５月)



トラック協会・陸災防奈良県支部

７月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

１ 月 令和６年度Ｇマーク申請受付（～14日）

７ 日 10：00 ～ 運行管理者試験対策講習会 奈良県トラック会館

13 土 ９：00 ～ フォークリフト運転技能講習会【学科】 奈良県トラック会館

20 土 ８：30 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技２日間】 奈良県トラック会館

21 日 ８：30 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

23 火 13：30 ～ 第１回働き方改革セミナー 奈良県トラック会館

27 土 ８：30 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

28 日 ８：30 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

28 日 10：00 ～ 運行管理者試験対策講習会 奈良県トラック会館

８月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

１ 木 11：00 ～ 第１回広報委員会 奈良県トラック会館

６ 火 13：30 ～ トラックドライバー競技会（全国大会出場選手説明会） 奈良県トラック会館
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ト ラ ッ ク の 構 造 上 の 特 性
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「資料提供　公益財団法人 交通事故総合分析センター」

（一般貨物）追従走行していて追突してしまった貨物車同士の事故

事業用自動車事故事例 №107



Ｋ Ｉ Ｔ 事 業 の 案 内
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安全性優良事業所に対する国土交通省表彰について
安全性優良事業所に対する国土交通省表彰について

安全性優良事業所（Ｇマーク認定事業所）として、１０年以上継続して取得しているなど、さらに一
定の高いレベルにある事業所に対して、国土交通省の表彰制度があります。

下記の表彰基準を満たされている事業所は、申請されますようご案内申し上げます。
申請様式は、奈良県トラック協会ホームページのお知らせ欄より、ダウンロード（Wordﾌｧｲﾙ）ができ

ますのでご利用下さい。

安全性優良事業所表彰基準（概要）

基準日：令和６年４月１日

奈良運輸支局長表彰 近畿運輸局長表彰

（１）１０年以上連続してＧマークの認定を受けて （１）１０年以上連続してＧマークの認定を受けて
いること。 いること。

（２）表彰日の直前３年間において、奈良運輸支局 （２）直近のＧマーク認定総合評価点数が９０点以
管内で、事故報告規則第２条に規定する第１ 上又は、安全性に対する取組の積極性の評価
当事者又は第１当事者と推定される事故を惹 点数が１５点以上であること。
起していないこと。
（奈良運輸支局管内の他の事業所を含む） （３）表彰日の直前３年間において、近畿運輸局管

内で、事故報告規則第２条に規定する第１当
（３）表彰日の直前１年間において、奈良運輸支局 事者又は第１当事者と推定される事故を惹起

管内で、監査に基づく行政処分を受けていな していないこと。
いこと。 （近畿運輸局管内の他の事業所を含む）
（奈良運輸支局管内の他の事業所を含む）

（４）表彰日の直前１年間において、近畿運輸局管
（４）運転者教育が定期的に実施されていること。 内で、監査に基づく行政処分を受けていない

こと。
・安全対策（交通事故防止）会議 （近畿運輸局管内の他の事業所を含む）

※交通事故防止の内容が含まれているものに限る。

（５）定期的な運転者教育の年間計画表やカリキュ
・グループによる危険予知訓練、ヒヤリハット活動 ラムを作成し、２ヶ月に１回程度実施され、
・交通事故防止に関するＱＣ活動 ＩＳＯ９０００シリーズ、３９０００シリ
・交通事故防止等、輸送の安全確保に関する会議、活動など ーズ、運輸安全マネジメントの安全管理規程

等による国の基準以上の運転者教育を実施し
ていること。

（５）デジタルタコグラフ又はドライブレコーダー
のいずれかが、事業所に配置されている車両 （６）デジタルタコグラフ又はドライブレコーダー
の９０％以上に装着され、その効果を運転者 のいずれかが、事業所に配置されている全車
教育に反映させていること。 両に装着され、その効果を運転者教育に反映

させていること。
（６）Ｇマーク認定後、荷主からの評価もしくは、

安定的な経営を確保した事業所であること又 （７）Ｇマーク認定後、輸送の安全について荷主か
は、社内において定期的に「運転記録証明書」 ら表彰や感謝状を受けたことがあるもしくは
を取り寄せ、事故及び違反実態を把握して、 安定的な財務基盤の確保が図られた事業所又
個別指導に活用していること。 は、Ｇマーク事業活動を通じて交通事故防止

に努めているもしくは、Ｇマーク事業活動を
積極的に行っていることにより、行政、外部
機関、トラック協会から輸送の安全に関する
表彰を受けていること。

（８）奈良運輸支局長表彰を受けていること。

○申請期限：令和６年７月２６日（金）迄
（お問い合わせ）

公益社団法人奈良県トラック協会
適正化事業部 森

TEL0743-23-1200
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トラックドライバー競技会出場選手募集について

会 員 各 位

公益社団法人奈良県トラック協会

トラックドライバー競技会出場選手募集について

トラックドライバー競技会出場選手を募集いたします。
出場を希望される方は、別紙申込書に必要事項を記入の上、協会へお申し込みくだ

さい。
出場申込者については、下記の通り、学科試験による選考を行います。

記

１．日 時
令和６年８月６日（火） １３時３０分～ （学科試験）

１５時００分～ （全国大会出場選手説明会）

２．場 所
奈良県トラック会館 ２階
（大和郡山市額田部北町981-6）

３．部 門
４トン部門、１１トン部門、トレーラ部門、女性部門

（出場選手の年齢、性別は問わない。（女性部門を除く））

４．応募資格
（１）当協会会員事業所に勤務する従業員で勤務成績が優秀であり、申込日に

おいて過去３年間人身事故を起こしたことがなく、かつ、過去１年間無事故、
無違反であること。

（２）過去に全国トラックドライバー競技会の各部門で優勝した者、総務庁長官賞
又は内閣官房長官賞受賞者及び既に各部門を通じて２回出場している者は
申し込むことはできない。

（３）重複して他部門に出場することはできない。
（４）女性部門を除き、同一事業者からの出場は１名とする。
（５）無資格者並びに当協会へ申込を行った日から全国大会の競技当日までの

間に事故を起こした者及び違反を犯した者の出場は取り消すものとする。

５．提出書類
（１）トラックドライバー競技会 出場申込書（運転免許証写し貼付）
（２）自動車安全運転センターで１ヶ月以内に発行した、過去３年間以上の

運転記録証明書

６．申込書郵送先
〒639-1037

大和郡山市額田部北町981-6
公益社団法人奈良県トラック協会 担当：岸本

※申込締切は、７月２６日（金）必着とさせて頂きます。
全国大会実施要綱については、協会ＨＰ（https://narata.or.jp/）をご覧下さい。
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会 員 各 位

公益社団法人奈良県トラック協会

トラックドライバー競技会出場選手募集について

トラックドライバー競技会出場選手を募集いたします。
出場を希望される方は、別紙申込書に必要事項を記入の上、協会へお申し込みくだ

さい。
出場申込者については、下記の通り、学科試験による選考を行います。

記

１．日 時
令和６年８月６日（火） １３時３０分～ （学科試験）

１５時００分～ （全国大会出場選手説明会）

２．場 所
奈良県トラック会館 ２階
（大和郡山市額田部北町981-6）

３．部 門
４トン部門、１１トン部門、トレーラ部門、女性部門

（出場選手の年齢、性別は問わない。（女性部門を除く））

４．応募資格
（１）当協会会員事業所に勤務する従業員で勤務成績が優秀であり、申込日に

おいて過去３年間人身事故を起こしたことがなく、かつ、過去１年間無事故、
無違反であること。

（２）過去に全国トラックドライバー競技会の各部門で優勝した者、総務庁長官賞
又は内閣官房長官賞受賞者及び既に各部門を通じて２回出場している者は
申し込むことはできない。

（３）重複して他部門に出場することはできない。
（４）女性部門を除き、同一事業者からの出場は１名とする。
（５）無資格者並びに当協会へ申込を行った日から全国大会の競技当日までの

間に事故を起こした者及び違反を犯した者の出場は取り消すものとする。

５．提出書類
（１）トラックドライバー競技会 出場申込書（運転免許証写し貼付）
（２）自動車安全運転センターで１ヶ月以内に発行した、過去３年間以上の

運転記録証明書

６．申込書郵送先
〒639-1037

大和郡山市額田部北町981-6
公益社団法人奈良県トラック協会 担当：岸本

※申込締切は、７月２６日（金）必着とさせて頂きます。
全国大会実施要綱については、協会ＨＰ（https://narata.or.jp/）をご覧下さい。

トラックドライバー競技会

出場申込書

申込年月日 令和６年 月 日

(公社)奈良県トラック協会 会長 殿

所 在 地

事業者名

代表者名 ㊞

担当者名

電話番号 （ ）

標記競技会の出場を希望します。（注１）

４トン部門 １１トン部門

出場部門

（注２） トレーラ部門 女性部門（ ）

（ふりがな）

氏 名

生年月日・性別 昭和 ・ 平成 年 月 日生 歳 男 ・ 女

運転歴 営業用トラック運転歴（通算） 年

【 運 転 免 許 証 貼 付 欄 】

運転免許証の写しを貼り付けてください。

※カラー、白黒のいずれでも可。

（注１）各部門の申込者が複数の場合、学科試験による選考を行います。

（注２）出場部門を○で選択してください。

女性部門は（ ）内に車両クラス（最大積載量2ﾄﾝ車（ﾛﾝｸﾞﾎﾞﾃﾞｨ）、最大積載量4ﾄﾝ車、最大

積載量11ﾄﾝ車、ﾄﾗｸﾀ･ﾄﾚｰﾗ）を記入して下さい。

（注３）トレーラは、３軸の車両を使用。



　

追突事故の多くは、脇見や前の車の動きをよく見てい
なかったことにより、発生しています。
脇見等の危険性を意識し、前方をよく見て運転しま
しょう。

スマホやカーナビ、書類
を見ながらの運転は、前
方を見ずに運転すること
と同じであるり、大変危
険です。

「「ななががらら運運転転」」はは厳厳禁禁 先先々々のの交交通通状状況況をを読読むむ

前車の動きや、道路の
形状、更には先の交通
状況をチェックして、いつ
でもブレーキをかけられ
る準備をしておきましょ
う。

車車間間距距離離ををととるる

前の車が電柱等の目標
物を通過してから自車が
通過するまでの時間を３
秒程度とり、車間をしっ
かりとりましょう。

３３ 追追突突事事故故のの防防止止

１１ 県県内内のの交交通通事事故故発発生生状状況況

県県内内のの事事業業用用貨貨物物自自動動車車がが関関係係すするる交交通通事事故故発発生生状状況況

５５月月１１６６日日かからら６６月月１１５５日日ままででのの一一ヶヶ月月のの間間にに６６人人もものの方方がが交交通通事事故故でで亡亡くくなならられれてていい
まますす。。運運転転中中はは運運転転にに集集中中しし交交通通事事故故をを起起ここささなないいよよううにに注注意意ししままししょょうう。。

２２

奈奈 良良 県県 警警 察察 本本 部部 かか らら

6月1５日現在(概数)

17,492 件 17,171 件 321 件 １日に約 105 件

1,083 件 1,161 件 -78 件 １日に 6 件

死者数 9 人 10 人 -1 人 約19日に 1 人

負傷者数 1,293 人 1,417 人 -124 人 １日に約 8 人

16,409 件 16,010 件 399 件 １日に約 98 件

区　　分

人身事故件数

総件数

令和６年 増減数 備　　考令和5年

物損事故件数

914 件 859 件 55 件

52 件 51 件 1 件

死者数 1 人 1 人 0 人

負傷者数 63 人 72 人 -9 人

862 件 808 件 54 件

６月１５日現在(概数)

物損事故件数

区　　分

人身事故件数

令和5年 増減数令和６年

総件数
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奈良県警察本部から

奈
良
県
警
察
本
部
か
ら

奈良県警察本部からのお知らせ



緊急通行車両確認証明書及び標章の交付緊急通行車両確認証明書及び標章の交付
　本年４月の理事会において、奈良県警察本部交通部交通規制課から、「大規模災害時における交通規制
について」の教示を受けたことにより、指定地方公共機関として、大規模災害発生を想定し、事前に緊急
通行車両通行確認証及び標章の交付申請をしていたところ、この度、標章等が奈良県公安委員会から交付
されました。
　※�大規模自然災害に備えた体制確立の一環です。

33

トラック奈良2024年７月�第 363号
発行　公益社団法人　奈良県トラック協会

編集発行人　塚本哲夫
編集委員長　竹長至暁

奈良県大和郡山市額田部北町981番地の6
TEL.0743-23-1200㈹　FAX.0743-23-1212



明日香村　八釣の里の風景

感染症防止対策感染症防止対策
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